
一番良いですが、とはいえ、前倒
しにて実施したとしても、法令改
正が既定路線となっている以上、
大きなペナルティーはないのでは
ないか、と期待しています。

※前倒し実施が認められたケース
　として、過去には、平成 28 年
　１月 13 日付「『マイナンバー記
　載対象書類』の見直しについて
　（金融庁総務企画局政策課総合政
　策室）」で、平成 28 年度税制改
　正で、平成 28 年４月１日以後
　は不要とされた、非課税口座廃
　止届出書へのマイナンバー記載
　（なお e-Tax 届出時は必要）を、
　「施行日前においても、運用上、
　（個人番号の記載がなくとも）改
　めて求めない」とされた例など
　が存在します。

＜結びに代えて＞
　本稿の執筆中に、某社の依頼で
昨年のＮＩＳＡ約款改正点の解説を
書いていた所、大綱の改正【ポイン
ト２】、特定口座への、５年終了時
の移管の際の帳票提出が不要になる
ことにつき、昨年の協会ひな型の改
正でわざわざ「『所定の帳票の提出
があった場合』に特定口座への移管
が可能」と改正されていることを再
認識しました（協会ひな型第８条）。
　これが平成 30 年には再度、「た
だし、非課税期間終了時の特定口座
への移管の場合は当該帳票の提出不
要」の趣旨が追加改正されることに
なりそうです。
　㈱アーティス総研は今年も、皆様
のお役に立ちそうな情報提供に努め
て参ります。

いのに、それができないとは！」
というトラブルの種になるケース
が多く聞かれました。実務上は、
交渉しても結局マイナンバーを提
供してもらえず、事跡を残してマ
イナンバーなしで廃止届を受け付
け、e-Tax をしている金融機関が
多いと思われます（それでも税務
署で受け付けされた、という話も
多く聞かれる）。それが今回改正の
施行日（大綱には明示がないが、
例年の例では平成 30 年４月１日
が有力と思われる）以降は、マイ
ナンバー徴求（提供を求めること）
も必要でなくなり、そのため事跡
を残すことも不要となります。

【ポイント４】
特定口座、ＮＩＳＡ、ジュニア
ＮＩＳＡの異動届出書につき、
住所・氏名等の変更時には都
度提供が必要とされていたマ
イナンバーについて、番号既告
知者は提出が不要に
　マイナンバー関係法令の施行か
ら２年間ずっと、「既に１回提供し
てもらっているのに、なぜ再度提
供してもらわないといけないの
か？」とこれまで不満の種になっ
ていたものが、今回ようやく改正
されることになりました。これに
より異動届出書も、平成 28 年４
月から特定口座・ＮＩＳＡの開設
届出書の提出時にマイナンバー提
出が不要になったのと同様の扱い
に変わることになります。
　この改正も施行日が大綱に明示
されておらず、平成 30 年４月１日
が有力と思われますが、廃止届出
書の提出と同じく、あるいは提出
頻度の多さから廃止届出書以上に、
「法令改正を待たずに、社内的に、
平成 30 年初から前倒し実施したい
のだが？」とのご相談を、大綱の
公表日以来、毎日のように受けて
います。あまりにその相談の数が
多いので、ご相談のあった会社が
揃って、フライングで実施すれば、
「みんなで渡れば怖くない」の状態
になるのでは？と思うほどです。
　もちろん当局から「前倒しで実
施して良い」との案内があれば（※）

そして、

・ 平成 26 年の非課税枠で買付け
　後、金融機関変更して、平成 30
　年の非課税枠が他社にあるお客
　様は、再度、金融機関変更等を
　してもらい、平成 31 年初には
　当社（当行）で 120 万円の非課
　税枠が設定されるようにしない
　とＲＯできない。

　なお、お客様がＲＯすることの
メリット／デメリット、言い換え
ると「どういう場合のお客様がＲ
Ｏしたいと考えるか？」も良くお
問合せをいただく論点です。回答
としては、お客様の状況によるも
のの、

・ 平成 31 年に非課税枠で新規買
　付けをする予定や資金がないお
　客様であれば、ＲＯすれば、非課
　税枠を無駄にすることなく活用
　できる。
・ 平成 30 年末まで保有した投信
　等の運用成績が良好で、今後も
　う一段の値上がり期待ができる
　場合、ＲＯしたほうが良い。

　一方、デメリットは第１点目の
メリットの逆で、非課税枠を食っ
てしまうと、その分は新規の非課
税投資ができなくなること、とい
えます。

【ポイント３】
非課税口座廃止届出書が提出
された時に、個人番号未告知者
は、税務署への e-Tax の際に、
マイナンバーの届出が不要に
　これはあまり説明も不要と思わ
れますが、非課税口座廃止届出書
の税務署への e-Tax 報告の際、法
令上はマイナンバーも届出事項と
されていたため、法令どおりにし
ようとすると、これまでマイナン
バーを提供していなかった「番号
未告知者」に対して、「廃止届を提
出してもらうためにはマイナン
バー提供が必要です」と案内する
必要があり、「マイナンバーを出し
たくないからＮＩＳＡを廃止した

読まない、理解できない等で何の
返信がない場合にも、特定口座開
設済みのお客様であれば、とりあ
えずの対応として特定口座に入れ
ることが可能になります。中には
後日「一般口座へ入れたかった」
と言ってくるお客様もいらっしゃ
るかも知れませんが、特定口座か
ら一般口座へは移管ができる（一
方、逆はできません）ので、「知っ
ていればＲＯしたかった」以外の
お客様には、基本的にニーズに答
えられることになります。
　特に、ＲＯはただでさえ複雑な制
度で、意向確認レターを読んでも
内容が理解できない蓋然性のほう
が高く、「反応なし」が圧倒的に多
くなると見込まれる所、とりあえ
ずの処理ができることとなったこ
とは、金融機関にとっては大きな
負担軽減になると思われます。

　とはいえ、ＲＯをしたい場合には
前記の帳票記載が必要になる点は
変わらず、また一旦特定口座に入
れてしまったものは、非課税口座
には戻せないため、お客様の不満
が出ないようにするには、慎重か
つ早め早めの対応が必要と思われ
ます。特に以下の点は、金融機関
でもあまり認識されない部分と思
われますので、きちんと対応して
おく必要があると思われます。

＜ＲＯに関し、意外に認識さ
れていないポイント＞
・ＲＯは、上限撤廃がされたが、　
　元々は「（たとえば平成 26 年非
　課税枠中の）一部だけＲＯし、　
　残りは特定口座へ」といったこ
　とも可能な制度である。ただし、
　あまりに複雑になるので、差し
　当たりは「原則受付け不可」等
　と案内しておくのが良いと思わ
　れる。
・ 平成 30 年の非課税枠がつみた
　てＮＩＳＡの人は、そのままで
　はＲＯができず、平成 31 年の
　枠を 120 万円の枠に戻す手続き
　が事前に必要になる。また、そ
　の周知も必要。

のタイミングを迎えます。
　ＲＯの概略は以下の通りです。

・ 満了翌年の平成 31 年の非課税
　管理勘定 (120 万円の非課税枠 )
　に移管でき、それにより平成 26
　年に買い付けた投信等について
　は非課税期間がもう５年間延長
　される
・ 移管する場合（平成 29 年度の
　税制改正で）上限が撤廃されて
　おり、平成 26 年当時 100 万円
　の非課税枠で購入した投信等が
　130 万円など（非課税枠 120 万
　円を超えて）値上がりしていて
　も、その全額を平成 31 年枠に
　移管できる
・ ただしその場合、平成 31 年の
　非課税枠を使用したことになる
　ので、平成 31 年に新規の買付
　けはできなくなる（平成 30 年
　12 月 31 日の時価が 120 万円以
　下で移管すれば、差額分の買付
　けは可能）
・ＲＯを希望される場合、「非課税
　口座内上場株式等移管依頼書」　
　という法定帳票を書いて、提出
　してもらう必要がある

といった仕組みですが、金融機関
に在籍する人でも、その理解や説
明は容易とはいえないと思われま
す。
　「ＲＯしたい＝平成 31 年の非課
税枠に移管したい」という意思を
積極的に表明しなかったお客様が、
確定申告を避けるために特定口座
（源泉徴収あり）に入れたいという
場合、従来は「非課税口座内上場
株式等の非課税口座から特定口座
への移管依頼書」を提出する必要
がありました（提出しないと、一
般口座へ移管される）。それが今回
の改正により、特定口座に移管す
る場合に当該帳票を書いてもらう
こと、提出してもらうことが不要
になるということになります。
　これにより、平成 30 年末に向
けて、金融機関から平成 26 年の
買付け残があるお客様全員に「Ｒ
Ｏされますか？」の意向確認レター
を送ったが、連絡不着や着いても

ⅱ）二重口座の場合、口座開設当
　　初に遡及して一般口座に移管
　　について、これ自体は明快で
　　すが、お客様としては、一般
　　口座に移管された後、あるい
　　は移管前でも遡及して一般口
　　座扱いになるので、譲渡益が
　　出れば、確定申告が必要にな
　　ります。また取消しまでの約
　　２週間に（普通）分配金が支
　　払われた場合、遡及課税が発
　　生することになると思われま
　　す。

ⅲ）一方、「口座開設当初に遡及し
　　て一般口座へ移管」が法令で
　　定められると、買付け約定自
　　体の取消しは、金融機関とし
　　ては「する義務」はなくなり
　　ます。しかし、簡易開設届出
　　の説明時にお客様に買付け取
　　引自体の取消しができるよう
　　な誤解を与えてしまうと、「事
　　故」として原状回復・賠償等
　　をせざるを得なくなる可能性
　　もないとはいえず、説明の仕
　　方は明確に定めて徹底する必
　　要が生じると思われます。

その他、このような簡易な口座開
設の届出が可能となった場合、周
知のされ方によっては、いたずら
に ( 駄目元で ) いくつもの金融機関
に届出をする者が出て来るおそれ
もないとは言えません。
　今後公表される予定の法令や日
本証券業協会のガイドライン等で、
これらやそのほかの実務上の懸念
を相当程度解消できる手立てが講
じられることに期待したい所です。

【ポイント２】
ＮＩＳＡの５年非課税期間満
了時に、（ロールオーバーせ
ず）特定口座へ移管する場合
に「非課税口座内上場株式等
の非課税口座から特定口座へ
の移管依頼書」提出が不要に
　平成 30 年末には、平成 26 年に
設定された非課税管理勘定の５年
の非課税期間が満了し、「初めての
ロールオーバー（以下「ＲＯ」）」

Ａ口座が存続するが、①の場合は
「簡易開設ＮＩＳＡ口座で買い付け
て、保有している商品は、口座開
設当初に遡及して一般口座へ移管
する」とされています（「金融庁Ｈ
Ｐ」より）。
　これにより、お客様は非課税口
座簡易開設届出書（以下「簡易届
出書」という。）の提出と同時にＮ
ＩＳＡ口座での投信等の買付申込
書が提出できることになり、上記
の再来店が不要で、来店は１回で
済むようになると想定されます。
　ただし、現段階では（情報が少
ない中）次のような点が懸念され
ます。

ⅰ）上記税務署より①で「ＮＩＳＡ
　　口座の開設が当初よりできな
　　かった」旨の通知が来た場合、
　　システムのオペレーションと
　　して、ＮＩＳＡ口座については
　　「遡って取消し」対応ができる
　　のか、「ＮＩＳＡ口座廃止と類
　　似の対応」になるのか。

ていました。これだと、お客様は
ＮＩＳＡで投信等を購入するため
には、非課税適用確認書の交付申
請手続きから約２週間後に再来店
し、買付申込書を提出する必要が
あります。
　新制度では、非課税適用確認書
の添付を要しない非課税口座簡易
開設届出書の提出ができることと
なり（従来方式と選択制と思われ
る）、金融機関はＮＩＳＡ口座を（簡
易）開設するとともに税務署に
e-Tax で届出をすることになりま
す。それを受け、税務署からは、

①重複申請（「金融庁ＨＰ」では「二
　重口座」）等があれば「ＮＩＳＡ
　口座の開設が当初よりできな　
　かった」旨

②なければ「（既に行った）ＮＩＳＡ
　口座開設が適当である」旨が通
　知されることになります。

そして、②の場合はそのままＮＩＳ

【ポイント１】
「非課税口座簡易開設届出書」
制度の新設～ＮＩＳＡの口座開
設申込時における即日買付けの
実現
　上記の「～」以下の副題は、大
綱の記載ではなく、金融庁ホーム
ページ掲載「平成 30 年度税制改
正について－税制改正大綱におけ
る金融庁関係の主要項目－」
（URL  
http://www.fsa.go.jp/news/29/s
onota/20171222/20171222.ht
ml　以下「金融庁ＨＰ」と表記。）
によります。従来ＮＩＳＡ口座を
開設するには、金融機関に「非課
税適用確認書交付申請書」を提出
し、金融機関はそれを受けて、税
務署に e-Tax で非課税適用確認書
の交付申請（俗に「仮申請」と呼
ばれる）を行い、２週間程度のう
ちに、税務署において重複申請等
がないことを確認のうえ、非課税
適用確認書が交付されると、ＮＩＳ
Ａ口座が開設できる建付けになっ

　さる 12 月 14 日に、平成 30 年度税制改正大綱（以下「大綱」という。）が自民党ホームページ等で公表されました。
預り資産関係では、このところ、毎年のように大きな改正が掲げられておりましたが、今回は、既存の制度のこ
れまで使い難いとされて来た点の変更が多い印象です。改正のポイントは以下のとおりです。

【ポイント１】「非課税口座簡易開設届出書」制度の新設～ＮＩＳＡの口座開設申込時における即日買付けの実現
【ポイント２】ＮＩＳＡの５年非課税期間満了時に、（ロールオーバーせず）特定口座へ移管する場合に「非課
　　　　　　　税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」提出が不要に
【ポイント３】非課税口座廃止届出書が提出された時に、個人番号未告知者は、税務署へのe-Taxの際に、マイナ
　　　　　　　ンバーの届出が不要に
【ポイント４】特定口座、ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡの異動届出書につき、住所・氏名等の変更時には都度提
　　　　　　　供が必要とされていたマイナンバーについて、番号既告知者は提出が不要に

　以下それぞれについて、解説・コメント等いたします。
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一番良いですが、とはいえ、前倒
しにて実施したとしても、法令改
正が既定路線となっている以上、
大きなペナルティーはないのでは
ないか、と期待しています。

※前倒し実施が認められたケース
　として、過去には、平成 28 年
　１月 13 日付「『マイナンバー記
　載対象書類』の見直しについて
　（金融庁総務企画局政策課総合政
　策室）」で、平成 28 年度税制改
　正で、平成 28 年４月１日以後
　は不要とされた、非課税口座廃
　止届出書へのマイナンバー記載
　（なお e-Tax 届出時は必要）を、
　「施行日前においても、運用上、
　（個人番号の記載がなくとも）改
　めて求めない」とされた例など
　が存在します。

＜結びに代えて＞
　本稿の執筆中に、某社の依頼で
昨年のＮＩＳＡ約款改正点の解説を
書いていた所、大綱の改正【ポイン
ト２】、特定口座への、５年終了時
の移管の際の帳票提出が不要になる
ことにつき、昨年の協会ひな型の改
正でわざわざ「『所定の帳票の提出
があった場合』に特定口座への移管
が可能」と改正されていることを再
認識しました（協会ひな型第８条）。
　これが平成 30 年には再度、「た
だし、非課税期間終了時の特定口座
への移管の場合は当該帳票の提出不
要」の趣旨が追加改正されることに
なりそうです。
　㈱アーティス総研は今年も、皆様
のお役に立ちそうな情報提供に努め
て参ります。

いのに、それができないとは！」
というトラブルの種になるケース
が多く聞かれました。実務上は、
交渉しても結局マイナンバーを提
供してもらえず、事跡を残してマ
イナンバーなしで廃止届を受け付
け、e-Tax をしている金融機関が
多いと思われます（それでも税務
署で受け付けされた、という話も
多く聞かれる）。それが今回改正の
施行日（大綱には明示がないが、
例年の例では平成 30 年４月１日
が有力と思われる）以降は、マイ
ナンバー徴求（提供を求めること）
も必要でなくなり、そのため事跡
を残すことも不要となります。

【ポイント４】
特定口座、ＮＩＳＡ、ジュニア
ＮＩＳＡの異動届出書につき、
住所・氏名等の変更時には都
度提供が必要とされていたマ
イナンバーについて、番号既告
知者は提出が不要に
　マイナンバー関係法令の施行か
ら２年間ずっと、「既に１回提供し
てもらっているのに、なぜ再度提
供してもらわないといけないの
か？」とこれまで不満の種になっ
ていたものが、今回ようやく改正
されることになりました。これに
より異動届出書も、平成 28 年４
月から特定口座・ＮＩＳＡの開設
届出書の提出時にマイナンバー提
出が不要になったのと同様の扱い
に変わることになります。
　この改正も施行日が大綱に明示
されておらず、平成 30 年４月１日
が有力と思われますが、廃止届出
書の提出と同じく、あるいは提出
頻度の多さから廃止届出書以上に、
「法令改正を待たずに、社内的に、
平成 30 年初から前倒し実施したい
のだが？」とのご相談を、大綱の
公表日以来、毎日のように受けて
います。あまりにその相談の数が
多いので、ご相談のあった会社が
揃って、フライングで実施すれば、
「みんなで渡れば怖くない」の状態
になるのでは？と思うほどです。
　もちろん当局から「前倒しで実
施して良い」との案内があれば（※）

そして、

・ 平成 26 年の非課税枠で買付け
　後、金融機関変更して、平成 30
　年の非課税枠が他社にあるお客
　様は、再度、金融機関変更等を
　してもらい、平成 31 年初には
　当社（当行）で 120 万円の非課
　税枠が設定されるようにしない
　とＲＯできない。

　なお、お客様がＲＯすることの
メリット／デメリット、言い換え
ると「どういう場合のお客様がＲ
Ｏしたいと考えるか？」も良くお
問合せをいただく論点です。回答
としては、お客様の状況によるも
のの、

・ 平成 31 年に非課税枠で新規買
　付けをする予定や資金がないお
　客様であれば、ＲＯすれば、非課
　税枠を無駄にすることなく活用
　できる。
・ 平成 30 年末まで保有した投信
　等の運用成績が良好で、今後も
　う一段の値上がり期待ができる
　場合、ＲＯしたほうが良い。

　一方、デメリットは第１点目の
メリットの逆で、非課税枠を食っ
てしまうと、その分は新規の非課
税投資ができなくなること、とい
えます。

【ポイント３】
非課税口座廃止届出書が提出
された時に、個人番号未告知者
は、税務署への e-Tax の際に、
マイナンバーの届出が不要に
　これはあまり説明も不要と思わ
れますが、非課税口座廃止届出書
の税務署への e-Tax 報告の際、法
令上はマイナンバーも届出事項と
されていたため、法令どおりにし
ようとすると、これまでマイナン
バーを提供していなかった「番号
未告知者」に対して、「廃止届を提
出してもらうためにはマイナン
バー提供が必要です」と案内する
必要があり、「マイナンバーを出し
たくないからＮＩＳＡを廃止した

読まない、理解できない等で何の
返信がない場合にも、特定口座開
設済みのお客様であれば、とりあ
えずの対応として特定口座に入れ
ることが可能になります。中には
後日「一般口座へ入れたかった」
と言ってくるお客様もいらっしゃ
るかも知れませんが、特定口座か
ら一般口座へは移管ができる（一
方、逆はできません）ので、「知っ
ていればＲＯしたかった」以外の
お客様には、基本的にニーズに答
えられることになります。
　特に、ＲＯはただでさえ複雑な制
度で、意向確認レターを読んでも
内容が理解できない蓋然性のほう
が高く、「反応なし」が圧倒的に多
くなると見込まれる所、とりあえ
ずの処理ができることとなったこ
とは、金融機関にとっては大きな
負担軽減になると思われます。

　とはいえ、ＲＯをしたい場合には
前記の帳票記載が必要になる点は
変わらず、また一旦特定口座に入
れてしまったものは、非課税口座
には戻せないため、お客様の不満
が出ないようにするには、慎重か
つ早め早めの対応が必要と思われ
ます。特に以下の点は、金融機関
でもあまり認識されない部分と思
われますので、きちんと対応して
おく必要があると思われます。

＜ＲＯに関し、意外に認識さ
れていないポイント＞
・ＲＯは、上限撤廃がされたが、　
　元々は「（たとえば平成 26 年非
　課税枠中の）一部だけＲＯし、　
　残りは特定口座へ」といったこ
　とも可能な制度である。ただし、
　あまりに複雑になるので、差し
　当たりは「原則受付け不可」等
　と案内しておくのが良いと思わ
　れる。
・ 平成 30 年の非課税枠がつみた
　てＮＩＳＡの人は、そのままで
　はＲＯができず、平成 31 年の
　枠を 120 万円の枠に戻す手続き
　が事前に必要になる。また、そ
　の周知も必要。

のタイミングを迎えます。
　ＲＯの概略は以下の通りです。

・ 満了翌年の平成 31 年の非課税
　管理勘定 (120 万円の非課税枠 )
　に移管でき、それにより平成 26
　年に買い付けた投信等について
　は非課税期間がもう５年間延長
　される
・ 移管する場合（平成 29 年度の
　税制改正で）上限が撤廃されて
　おり、平成 26 年当時 100 万円
　の非課税枠で購入した投信等が
　130 万円など（非課税枠 120 万
　円を超えて）値上がりしていて
　も、その全額を平成 31 年枠に
　移管できる
・ ただしその場合、平成 31 年の
　非課税枠を使用したことになる
　ので、平成 31 年に新規の買付
　けはできなくなる（平成 30 年
　12 月 31 日の時価が 120 万円以
　下で移管すれば、差額分の買付
　けは可能）
・ＲＯを希望される場合、「非課税
　口座内上場株式等移管依頼書」　
　という法定帳票を書いて、提出
　してもらう必要がある

といった仕組みですが、金融機関
に在籍する人でも、その理解や説
明は容易とはいえないと思われま
す。
　「ＲＯしたい＝平成 31 年の非課
税枠に移管したい」という意思を
積極的に表明しなかったお客様が、
確定申告を避けるために特定口座
（源泉徴収あり）に入れたいという
場合、従来は「非課税口座内上場
株式等の非課税口座から特定口座
への移管依頼書」を提出する必要
がありました（提出しないと、一
般口座へ移管される）。それが今回
の改正により、特定口座に移管す
る場合に当該帳票を書いてもらう
こと、提出してもらうことが不要
になるということになります。
　これにより、平成 30 年末に向
けて、金融機関から平成 26 年の
買付け残があるお客様全員に「Ｒ
Ｏされますか？」の意向確認レター
を送ったが、連絡不着や着いても

ⅱ）二重口座の場合、口座開設当
　　初に遡及して一般口座に移管
　　について、これ自体は明快で
　　すが、お客様としては、一般
　　口座に移管された後、あるい
　　は移管前でも遡及して一般口
　　座扱いになるので、譲渡益が
　　出れば、確定申告が必要にな
　　ります。また取消しまでの約
　　２週間に（普通）分配金が支
　　払われた場合、遡及課税が発
　　生することになると思われま
　　す。

ⅲ）一方、「口座開設当初に遡及し
　　て一般口座へ移管」が法令で
　　定められると、買付け約定自
　　体の取消しは、金融機関とし
　　ては「する義務」はなくなり
　　ます。しかし、簡易開設届出
　　の説明時にお客様に買付け取
　　引自体の取消しができるよう
　　な誤解を与えてしまうと、「事
　　故」として原状回復・賠償等
　　をせざるを得なくなる可能性
　　もないとはいえず、説明の仕
　　方は明確に定めて徹底する必
　　要が生じると思われます。

その他、このような簡易な口座開
設の届出が可能となった場合、周
知のされ方によっては、いたずら
に ( 駄目元で ) いくつもの金融機関
に届出をする者が出て来るおそれ
もないとは言えません。
　今後公表される予定の法令や日
本証券業協会のガイドライン等で、
これらやそのほかの実務上の懸念
を相当程度解消できる手立てが講
じられることに期待したい所です。

【ポイント２】
ＮＩＳＡの５年非課税期間満
了時に、（ロールオーバーせ
ず）特定口座へ移管する場合
に「非課税口座内上場株式等
の非課税口座から特定口座へ
の移管依頼書」提出が不要に
　平成 30 年末には、平成 26 年に
設定された非課税管理勘定の５年
の非課税期間が満了し、「初めての
ロールオーバー（以下「ＲＯ」）」

Ａ口座が存続するが、①の場合は
「簡易開設ＮＩＳＡ口座で買い付け
て、保有している商品は、口座開
設当初に遡及して一般口座へ移管
する」とされています（「金融庁Ｈ
Ｐ」より）。
　これにより、お客様は非課税口
座簡易開設届出書（以下「簡易届
出書」という。）の提出と同時にＮ
ＩＳＡ口座での投信等の買付申込
書が提出できることになり、上記
の再来店が不要で、来店は１回で
済むようになると想定されます。
　ただし、現段階では（情報が少
ない中）次のような点が懸念され
ます。

ⅰ）上記税務署より①で「ＮＩＳＡ
　　口座の開設が当初よりできな
　　かった」旨の通知が来た場合、
　　システムのオペレーションと
　　して、ＮＩＳＡ口座については
　　「遡って取消し」対応ができる
　　のか、「ＮＩＳＡ口座廃止と類
　　似の対応」になるのか。

ていました。これだと、お客様は
ＮＩＳＡで投信等を購入するため
には、非課税適用確認書の交付申
請手続きから約２週間後に再来店
し、買付申込書を提出する必要が
あります。
　新制度では、非課税適用確認書
の添付を要しない非課税口座簡易
開設届出書の提出ができることと
なり（従来方式と選択制と思われ
る）、金融機関はＮＩＳＡ口座を（簡
易）開設するとともに税務署に
e-Tax で届出をすることになりま
す。それを受け、税務署からは、

①重複申請（「金融庁ＨＰ」では「二
　重口座」）等があれば「ＮＩＳＡ
　口座の開設が当初よりできな　
　かった」旨

②なければ「（既に行った）ＮＩＳＡ
　口座開設が適当である」旨が通
　知されることになります。

そして、②の場合はそのままＮＩＳ

【ポイント１】
「非課税口座簡易開設届出書」
制度の新設～ＮＩＳＡの口座開
設申込時における即日買付けの
実現
　上記の「～」以下の副題は、大
綱の記載ではなく、金融庁ホーム
ページ掲載「平成 30 年度税制改
正について－税制改正大綱におけ
る金融庁関係の主要項目－」
（URL  
http://www.fsa.go.jp/news/29/s
onota/20171222/20171222.ht
ml　以下「金融庁ＨＰ」と表記。）
によります。従来ＮＩＳＡ口座を
開設するには、金融機関に「非課
税適用確認書交付申請書」を提出
し、金融機関はそれを受けて、税
務署に e-Tax で非課税適用確認書
の交付申請（俗に「仮申請」と呼
ばれる）を行い、２週間程度のう
ちに、税務署において重複申請等
がないことを確認のうえ、非課税
適用確認書が交付されると、ＮＩＳ
Ａ口座が開設できる建付けになっ



一番良いですが、とはいえ、前倒
しにて実施したとしても、法令改
正が既定路線となっている以上、
大きなペナルティーはないのでは
ないか、と期待しています。

※前倒し実施が認められたケース
　として、過去には、平成 28 年
　１月 13 日付「『マイナンバー記
　載対象書類』の見直しについて
　（金融庁総務企画局政策課総合政
　策室）」で、平成 28 年度税制改
　正で、平成 28 年４月１日以後
　は不要とされた、非課税口座廃
　止届出書へのマイナンバー記載
　（なお e-Tax 届出時は必要）を、
　「施行日前においても、運用上、
　（個人番号の記載がなくとも）改
　めて求めない」とされた例など
　が存在します。

＜結びに代えて＞
　本稿の執筆中に、某社の依頼で
昨年のＮＩＳＡ約款改正点の解説を
書いていた所、大綱の改正【ポイン
ト２】、特定口座への、５年終了時
の移管の際の帳票提出が不要になる
ことにつき、昨年の協会ひな型の改
正でわざわざ「『所定の帳票の提出
があった場合』に特定口座への移管
が可能」と改正されていることを再
認識しました（協会ひな型第８条）。
　これが平成 30 年には再度、「た
だし、非課税期間終了時の特定口座
への移管の場合は当該帳票の提出不
要」の趣旨が追加改正されることに
なりそうです。
　㈱アーティス総研は今年も、皆様
のお役に立ちそうな情報提供に努め
て参ります。

いのに、それができないとは！」
というトラブルの種になるケース
が多く聞かれました。実務上は、
交渉しても結局マイナンバーを提
供してもらえず、事跡を残してマ
イナンバーなしで廃止届を受け付
け、e-Tax をしている金融機関が
多いと思われます（それでも税務
署で受け付けされた、という話も
多く聞かれる）。それが今回改正の
施行日（大綱には明示がないが、
例年の例では平成 30 年４月１日
が有力と思われる）以降は、マイ
ナンバー徴求（提供を求めること）
も必要でなくなり、そのため事跡
を残すことも不要となります。

【ポイント４】
特定口座、ＮＩＳＡ、ジュニア
ＮＩＳＡの異動届出書につき、
住所・氏名等の変更時には都
度提供が必要とされていたマ
イナンバーについて、番号既告
知者は提出が不要に
　マイナンバー関係法令の施行か
ら２年間ずっと、「既に１回提供し
てもらっているのに、なぜ再度提
供してもらわないといけないの
か？」とこれまで不満の種になっ
ていたものが、今回ようやく改正
されることになりました。これに
より異動届出書も、平成 28 年４
月から特定口座・ＮＩＳＡの開設
届出書の提出時にマイナンバー提
出が不要になったのと同様の扱い
に変わることになります。
　この改正も施行日が大綱に明示
されておらず、平成 30 年４月１日
が有力と思われますが、廃止届出
書の提出と同じく、あるいは提出
頻度の多さから廃止届出書以上に、
「法令改正を待たずに、社内的に、
平成 30 年初から前倒し実施したい
のだが？」とのご相談を、大綱の
公表日以来、毎日のように受けて
います。あまりにその相談の数が
多いので、ご相談のあった会社が
揃って、フライングで実施すれば、
「みんなで渡れば怖くない」の状態
になるのでは？と思うほどです。
　もちろん当局から「前倒しで実
施して良い」との案内があれば（※）

そして、

・ 平成 26 年の非課税枠で買付け
　後、金融機関変更して、平成 30
　年の非課税枠が他社にあるお客
　様は、再度、金融機関変更等を
　してもらい、平成 31 年初には
　当社（当行）で 120 万円の非課
　税枠が設定されるようにしない
　とＲＯできない。

　なお、お客様がＲＯすることの
メリット／デメリット、言い換え
ると「どういう場合のお客様がＲ
Ｏしたいと考えるか？」も良くお
問合せをいただく論点です。回答
としては、お客様の状況によるも
のの、

・ 平成 31 年に非課税枠で新規買
　付けをする予定や資金がないお
　客様であれば、ＲＯすれば、非課
　税枠を無駄にすることなく活用
　できる。
・ 平成 30 年末まで保有した投信
　等の運用成績が良好で、今後も
　う一段の値上がり期待ができる
　場合、ＲＯしたほうが良い。

　一方、デメリットは第１点目の
メリットの逆で、非課税枠を食っ
てしまうと、その分は新規の非課
税投資ができなくなること、とい
えます。

【ポイント３】
非課税口座廃止届出書が提出
された時に、個人番号未告知者
は、税務署への e-Tax の際に、
マイナンバーの届出が不要に
　これはあまり説明も不要と思わ
れますが、非課税口座廃止届出書
の税務署への e-Tax 報告の際、法
令上はマイナンバーも届出事項と
されていたため、法令どおりにし
ようとすると、これまでマイナン
バーを提供していなかった「番号
未告知者」に対して、「廃止届を提
出してもらうためにはマイナン
バー提供が必要です」と案内する
必要があり、「マイナンバーを出し
たくないからＮＩＳＡを廃止した

読まない、理解できない等で何の
返信がない場合にも、特定口座開
設済みのお客様であれば、とりあ
えずの対応として特定口座に入れ
ることが可能になります。中には
後日「一般口座へ入れたかった」
と言ってくるお客様もいらっしゃ
るかも知れませんが、特定口座か
ら一般口座へは移管ができる（一
方、逆はできません）ので、「知っ
ていればＲＯしたかった」以外の
お客様には、基本的にニーズに答
えられることになります。
　特に、ＲＯはただでさえ複雑な制
度で、意向確認レターを読んでも
内容が理解できない蓋然性のほう
が高く、「反応なし」が圧倒的に多
くなると見込まれる所、とりあえ
ずの処理ができることとなったこ
とは、金融機関にとっては大きな
負担軽減になると思われます。

　とはいえ、ＲＯをしたい場合には
前記の帳票記載が必要になる点は
変わらず、また一旦特定口座に入
れてしまったものは、非課税口座
には戻せないため、お客様の不満
が出ないようにするには、慎重か
つ早め早めの対応が必要と思われ
ます。特に以下の点は、金融機関
でもあまり認識されない部分と思
われますので、きちんと対応して
おく必要があると思われます。

＜ＲＯに関し、意外に認識さ
れていないポイント＞
・ＲＯは、上限撤廃がされたが、　
　元々は「（たとえば平成 26 年非
　課税枠中の）一部だけＲＯし、　
　残りは特定口座へ」といったこ
　とも可能な制度である。ただし、
　あまりに複雑になるので、差し
　当たりは「原則受付け不可」等
　と案内しておくのが良いと思わ
　れる。
・ 平成 30 年の非課税枠がつみた
　てＮＩＳＡの人は、そのままで
　はＲＯができず、平成 31 年の
　枠を 120 万円の枠に戻す手続き
　が事前に必要になる。また、そ
　の周知も必要。

のタイミングを迎えます。
　ＲＯの概略は以下の通りです。

・ 満了翌年の平成 31 年の非課税
　管理勘定 (120 万円の非課税枠 )
　に移管でき、それにより平成 26
　年に買い付けた投信等について
　は非課税期間がもう５年間延長
　される
・ 移管する場合（平成 29 年度の
　税制改正で）上限が撤廃されて
　おり、平成 26 年当時 100 万円
　の非課税枠で購入した投信等が
　130 万円など（非課税枠 120 万
　円を超えて）値上がりしていて
　も、その全額を平成 31 年枠に
　移管できる
・ ただしその場合、平成 31 年の
　非課税枠を使用したことになる
　ので、平成 31 年に新規の買付
　けはできなくなる（平成 30 年
　12 月 31 日の時価が 120 万円以
　下で移管すれば、差額分の買付
　けは可能）
・ＲＯを希望される場合、「非課税
　口座内上場株式等移管依頼書」　
　という法定帳票を書いて、提出
　してもらう必要がある

といった仕組みですが、金融機関
に在籍する人でも、その理解や説
明は容易とはいえないと思われま
す。
　「ＲＯしたい＝平成 31 年の非課
税枠に移管したい」という意思を
積極的に表明しなかったお客様が、
確定申告を避けるために特定口座
（源泉徴収あり）に入れたいという
場合、従来は「非課税口座内上場
株式等の非課税口座から特定口座
への移管依頼書」を提出する必要
がありました（提出しないと、一
般口座へ移管される）。それが今回
の改正により、特定口座に移管す
る場合に当該帳票を書いてもらう
こと、提出してもらうことが不要
になるということになります。
　これにより、平成 30 年末に向
けて、金融機関から平成 26 年の
買付け残があるお客様全員に「Ｒ
Ｏされますか？」の意向確認レター
を送ったが、連絡不着や着いても

ⅱ）二重口座の場合、口座開設当
　　初に遡及して一般口座に移管
　　について、これ自体は明快で
　　すが、お客様としては、一般
　　口座に移管された後、あるい
　　は移管前でも遡及して一般口
　　座扱いになるので、譲渡益が
　　出れば、確定申告が必要にな
　　ります。また取消しまでの約
　　２週間に（普通）分配金が支
　　払われた場合、遡及課税が発
　　生することになると思われま
　　す。

ⅲ）一方、「口座開設当初に遡及し
　　て一般口座へ移管」が法令で
　　定められると、買付け約定自
　　体の取消しは、金融機関とし
　　ては「する義務」はなくなり
　　ます。しかし、簡易開設届出
　　の説明時にお客様に買付け取
　　引自体の取消しができるよう
　　な誤解を与えてしまうと、「事
　　故」として原状回復・賠償等
　　をせざるを得なくなる可能性
　　もないとはいえず、説明の仕
　　方は明確に定めて徹底する必
　　要が生じると思われます。

その他、このような簡易な口座開
設の届出が可能となった場合、周
知のされ方によっては、いたずら
に ( 駄目元で ) いくつもの金融機関
に届出をする者が出て来るおそれ
もないとは言えません。
　今後公表される予定の法令や日
本証券業協会のガイドライン等で、
これらやそのほかの実務上の懸念
を相当程度解消できる手立てが講
じられることに期待したい所です。

【ポイント２】
ＮＩＳＡの５年非課税期間満
了時に、（ロールオーバーせ
ず）特定口座へ移管する場合
に「非課税口座内上場株式等
の非課税口座から特定口座へ
の移管依頼書」提出が不要に
　平成 30 年末には、平成 26 年に
設定された非課税管理勘定の５年
の非課税期間が満了し、「初めての
ロールオーバー（以下「ＲＯ」）」

Ａ口座が存続するが、①の場合は
「簡易開設ＮＩＳＡ口座で買い付け
て、保有している商品は、口座開
設当初に遡及して一般口座へ移管
する」とされています（「金融庁Ｈ
Ｐ」より）。
　これにより、お客様は非課税口
座簡易開設届出書（以下「簡易届
出書」という。）の提出と同時にＮ
ＩＳＡ口座での投信等の買付申込
書が提出できることになり、上記
の再来店が不要で、来店は１回で
済むようになると想定されます。
　ただし、現段階では（情報が少
ない中）次のような点が懸念され
ます。

ⅰ）上記税務署より①で「ＮＩＳＡ
　　口座の開設が当初よりできな
　　かった」旨の通知が来た場合、
　　システムのオペレーションと
　　して、ＮＩＳＡ口座については
　　「遡って取消し」対応ができる
　　のか、「ＮＩＳＡ口座廃止と類
　　似の対応」になるのか。

ていました。これだと、お客様は
ＮＩＳＡで投信等を購入するため
には、非課税適用確認書の交付申
請手続きから約２週間後に再来店
し、買付申込書を提出する必要が
あります。
　新制度では、非課税適用確認書
の添付を要しない非課税口座簡易
開設届出書の提出ができることと
なり（従来方式と選択制と思われ
る）、金融機関はＮＩＳＡ口座を（簡
易）開設するとともに税務署に
e-Tax で届出をすることになりま
す。それを受け、税務署からは、

①重複申請（「金融庁ＨＰ」では「二
　重口座」）等があれば「ＮＩＳＡ
　口座の開設が当初よりできな　
　かった」旨

②なければ「（既に行った）ＮＩＳＡ
　口座開設が適当である」旨が通
　知されることになります。

そして、②の場合はそのままＮＩＳ

【ポイント１】
「非課税口座簡易開設届出書」
制度の新設～ＮＩＳＡの口座開
設申込時における即日買付けの
実現
　上記の「～」以下の副題は、大
綱の記載ではなく、金融庁ホーム
ページ掲載「平成 30 年度税制改
正について－税制改正大綱におけ
る金融庁関係の主要項目－」
（URL  
http://www.fsa.go.jp/news/29/s
onota/20171222/20171222.ht
ml　以下「金融庁ＨＰ」と表記。）
によります。従来ＮＩＳＡ口座を
開設するには、金融機関に「非課
税適用確認書交付申請書」を提出
し、金融機関はそれを受けて、税
務署に e-Tax で非課税適用確認書
の交付申請（俗に「仮申請」と呼
ばれる）を行い、２週間程度のう
ちに、税務署において重複申請等
がないことを確認のうえ、非課税
適用確認書が交付されると、ＮＩＳ
Ａ口座が開設できる建付けになっ
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ドリル学習講座では、咋年、「冊子テキスト」サービスを開始し、ｅラーニング受講終了後の冊子での復習を可能に
し、加えて、オプションとして、「実力検定試験」を受験する前に各種のテスト合格を義務付け、内容の習熟を徹底す
るための「再学習機能」を付加しました。今年は既存の講座に初級と中級の品揃えを行います。他の区分の講座を併せ
ると(ビデオライブラリーは除いて)、約４００の学習講座の提供が可能となる予定です。

-  初級・中級レベルの品揃え  -ドリル学習講座

ライフステージやイベントごとに多くの画面と入力ステップを経て作成する従来のライフプランシミュレーショ
ンは、時として面倒で退屈なものです。当社が４月よりサービス開始します「LPロボ」は、イベントごとの多
くの画面やライフステージによっては不要な入力画面の表示などの退屈な要素を「極力削除」しました。ライフ
プランイベント表も自動作成・印刷可能です。

３．｢ＬＰロボ｣・・・ライフプラン作成ツール

相続対策としての生命保険の活用に伴う多くの複雑なロジックと計算をRPAで自動化し簡便化することで、顧客
提案を支援する強力なツールとして提供いたします。
具体的には、①相続税の概算値と②税の軽減効果を最大化する生前贈与額の自動計算を行った上で、③対応する
生命保険の選択を行えば、相続税非課税枠や保障効果、資産運用効果と生前贈与の税軽減効果などを併せた計算
結果を提示するものです。当社ならではの正確なロジックと迅速な制度対応力に裏付けられたツールです。

２．｢生保ロボ｣・・・生命保険販売支援ツール

面談(顧客）カードが作成されていない場合でも簡単な質問に基づいて、顧客の属性や資金性格に適合した
ポートフォリオ構築・リバランスや、売買候補銘柄の提案をシステム的に可能にするツールです。

１．｢ファンドロボ｣・・・投資信託販売支援ツール
本年４月から以下の３つのRPAロボサービスを提供開始いたします。ご期待ください！

RPA ベースのロボサービスの開始

ｅラーニング講座や通信講座の履修、公的・民間・社内資格の取得、集合研修の受講、業務スキルの修得レベ
ル、昇給・昇格条件としてのポイント、能力・業績考課等を社員属性ごとに必須要件として設定し、それらの充
足状況の多次元分析を可能にすることで人材育成を支援するものです。また要件の充足と業績の相関分析なども
可能になります。単独での利用の他、DCAMやWebトレーナーなど当社の他のシステムと同一のプラットフォー
ム上でもご利用いただけます。

-  人材育成プログラムを支援するシステム  -IQS

インターネットまたはイントラネット上で各種eラーニング・通信教育・研修等の講座の案内、申込、申込一括集
計、支払、受講者管理・集計などが可能なWebサービスです。企業負担の費用はありません。研修担当者の皆様
は、各主催会社の講座について、独自分類と受講者向けメッセージを登録した上で受講者に公開します。受講者
はサイト上で各講座の検索・比較・申込ができます。

WebGuide® -  自己啓発講座等の掲示・紹介ポータルサイト -

「税制シリーズ、４タイトル」、「業務スキル-Ⅰ、４タイトル」に、「資産運用の基礎、５タイトル」と「つみたてＮＩ
ＳＡ　制度上の留意点」が加わり、３月には「業務スキル-Ⅱ、高齢者対応などの４タイトル｣がリリース予定です。いず
れも金融機関の皆さまに役立つスキルや業務上のヒント、手がかりをスマホなどで気楽に楽しみながら掴んでいただくこ
とを目的としています。(各タイトル、視聴時間は３０分～８０分)　近日中に１００タイトルまで充実させる予定です。

ビデオライブラリー
各種サービスにご関心をお持ちの方は、営業担当者またはお近くの本支店までご連絡ください。

アーティスからのお知らせ


